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奈良県と第五管区海上保安本部が包括連携協定を締結しました！ 

 

 
「奈良県と第五管区海上保安本部との包括連携に関する協定」を本日

締結いたしました。 

この協定は、奈良県と第五管区海上保安本部が、地域の安全・安心の

確保等に資するため、幅広い分野で相互に連携協力する事項について定

めたものです。 

 

 

【問い合わせ先】 
 総務部知事公室 防災統括室 
 担当：中野・森田 
（直通）０７４２－２７－８４２５ 
（内線）２２７２  


